
平
成
七
年
自
治
省
令
第
三
十
二
号

輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
第
十
一
条
の
地
方
税
の
不
均
一

課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め

る
省
令

輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
二
十
二
号
）
第
十
五
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の

円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
十
五
条
の
地
方
税
の
不

均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ
れ
る
場
合
等
を
定
め
る

省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方

公
共
団
体
）

第
一
条
　
輸
入
の
促
進
及
び
対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に

関
す
る
臨
時
措
置
法
（
平
成
四
年
法
律
第
二
十
二
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務

省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団

体
の
区
域
に
係
る
法
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
地

域
輸
入
促
進
計
画
の
同
意
の
日
の
属
す
る
年
度
前
三
年

度
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
五
〇
に

満
た
な
い
都
道
府
県
又
は
〇
・
七
二
に
満
た
な
い
市
町

村
と
す
る
。

（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
同
意
地
域
輸
入
促
進

計
画
に
基
づ
く
輸
入
促
進
基
盤
整
備
事
業
に
よ
り
設
置

さ
れ
る
施
設
の
う
ち
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

項
に
規
定
す
る
対
象
施
設
で
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当

す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構
築
物

（
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の

と
し
、
事
務
所
、
宿
舎
又
は
宿
泊
施
設
、
駐
車
施

設
、
遊
技
施
設
、
飲
食
店
、
喫
茶
店
若
し
く
は
物
品

販
売
施
設
の
う
ち
そ
の
利
用
に
つ
い
て
対
価
若
し
く

は
負
担
と
し
て
支
払
う
べ
き
金
額
の
定
め
の
あ
る
施

設
（
以
下
「
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六

条
第
一
号
及
び
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
及

び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
一
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が

三
億
円
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
対
象
施
設
に
係
る
家
屋
に
つ
き
当
該
対
象
施

設
に
含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
家
屋

の
床
面
積
の
う
ち
に
当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ
る
部

分
の
床
面
積
の
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
以
上
の
も

の
で
あ
り
、
当
該
対
象
施
設
に
係
る
構
築
物
に
つ
き

当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に

は
当
該
構
築
物
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得

税
法
施
行
令
第
六
条
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令

第
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
号
及
び
次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
取
得
価
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
対
象
施
設
に

含
ま
れ
る
部
分
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
の
合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
以
上
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
会
員
そ
の
他
の
当
該
対
象
施
設
を
一
般
の
利
用
客

に
比
し
て
有
利
な
条
件
で
利
用
す
る
権
利
を
有
す
る

者
が
存
す
る
施
設
（
以
下
「
会
員
等
利
用
施
設
」
と

い
う
。
）
又
は
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適

正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

二
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
風
俗
営
業

若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
性
風
俗
特
殊
営

業
の
用
に
供
す
る
施
設
（
以
下
「
風
俗
営
業
等
施

設
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
対
象
施
設
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
施
設
と
す
る
。

一
　
荷
さ
ば
き
施
設
、
保
管
施
設
又
は
輸
入
貨
物
に
係

る
改
装
、
仕
分
そ
の
他
の
手
入
れ
の
用
に
供
す
る

施
設

二
　
輸
入
貨
物
を
取
り
扱
う
事
業
の
業
務
を
支
援
す
る

事
業
の
事
業
場
又
は
輸
入
の
促
進
に
寄
与
す
る
新
商

品
（
部
品
を
含
む
。
）
の
開
発
若
し
く
は
輸
入
貨
物

の
流
通
の
円
滑
化
に
資
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
開

発
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
相
当
数
の
企
業

等
に
利
用
さ
せ
る
た
め
の
も
の

三
　
展
示
施
設
若
し
く
は
見
本
市
場
施
設
又
は
研
修
施

設
若
し
く
は
会
議
場
施
設

四
　
相
当
数
の
卸
売
業
の
業
務
を
行
う
者
若
し
く
は
相

当
数
の
運
輸
業
（
倉
庫
業
を
含
む
。
）
の
業
務
を
行

う
者
が
利
用
す
る
事
務
所
若
し
く
は
店
舗
の
用
に
供

す
る
施
設
又
は
相
当
数
の
企
業
等
が
利
用
す
る
輸
入

貨
物
の
加
工
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、
前
号

に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
以
上
の
施

設
を
備
え
た
も
の

五
　
輸
入
に
関
す
る
業
務
を
取
り
扱
う
国
若
し
く
は
地

方
公
共
団
体
の
機
関
又
は
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法

律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

さ
れ
た
法
人
の
用
に
供
す
る
事
務
所

第
二
条
の
二
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
同
意
地
域
輸
入

促
進
計
画
に
基
づ
い
て
特
定
集
積
地
区
に
お
い
て
行
わ

れ
る
輸
入
貨
物
流
通
促
進
事
業
に
係
る
施
設
の
う
ち
総

務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
項
に
規
定
す
る
対
象
施

設
で
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
対
象
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構
築
物

（
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
構
成
す
る
減

価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
五
千
五
百
万

円
（
次
項
第
四
号
に
定
め
る
施
設
に
あ
っ
て
は
三
億

円
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
対
象
施
設
に
係
る
家
屋
に
つ
き
当
該
対
象
施

設
に
含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
家
屋

の
床
面
積
の
う
ち
に
当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ
る
部

分
の
床
面
積
の
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
以
上
の
も

の
で
あ
り
、
当
該
対
象
施
設
に
係
る
構
築
物
に
つ
き

当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ
な
い
部
分
が
あ
る
場
合
に

は
当
該
構
築
物
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
の
合
計
額
の
う
ち
に
当
該
対
象
施
設
に
含
ま
れ

る
部
分
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の

合
計
額
の
占
め
る
割
合
が
二
分
の
一
以
上
の
も
の
で

あ
る
こ
と
。

三
　
会
員
等
利
用
施
設
又
は
風
俗
営
業
等
施
設
以
外
の

も
の
で
あ
る
こ
と
。

２
　
対
象
施
設
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
施
設
と
す
る
。

一
　
輸
入
貨
物
を
取
り
扱
う
事
業
の
業
務
を
支
援
す
る

事
業
の
事
業
場
又
は
輸
入
の
促
進
に
寄
与
す
る
新
商

品
（
部
品
を
含
む
。
）
の
開
発
若
し
く
は
輸
入
貨
物

の
流
通
の
円
滑
化
に
資
す
る
技
術
に
関
す
る
研
究
開

発
の
用
に
供
す
る
施
設

二
　
展
示
施
設
又
は
見
本
市
場
施
設
で
あ
っ
て
不
特
定

の
者
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

三
　
研
修
施
設
又
は
会
議
場
施
設
で
あ
っ
て
不
特
定
の

者
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

四
　
荷
さ
ば
き
施
設
、
保
管
施
設
又
は
輸
入
貨
物
に
係

る
改
装
、
仕
分
そ
の
他
の
手
入
れ
の
用
に
供
す
る
施

設
で
あ
っ
て
、
相
当
数
の
企
業
等
の
用
に
供
さ
れ
る

も
の

五
　
輸
入
に
関
す
る
業
務
を
取
り
扱
う
国
若
し
く
は
地

方
公
共
団
体
の
機
関
又
は
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定

に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
輸
入
の
促
進
に
特
に
寄

与
す
る
法
人
と
し
て
総
務
大
臣
が
告
示
す
る
も
の
の

用
に
供
す
る
事
務
所

（
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条
　
法
第
十
一
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

一
　
不
動
産
取
得
税
　
次
項
に
規
定
す
る
施
設
設
置
者

に
つ
い
て
、
当
該
設
置
し
た
施
設
の
用
に
供
す
る
家

屋
（
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
も
の
と

し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
そ
の

敷
地
で
あ
る
土
地
の
取
得
（
法
第
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
地
域
輸
入
促
進
計
画
の
同
条
第
十
項
の
規
定

に
よ
る
公
表
の
日
以
後
の
取
得
に
限
り
、
か
つ
、
土

地
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る

当
該
家
屋
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る

当
該
土
地
の
取
得
に
限
る
。
）
に
対
し
て
課
す
る
不

動
産
取
得
税
に
つ
い
て
不
均
一
課
税
を
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
場
合

二
　
固
定
資
産
税
　
次
項
に
規
定
す
る
施
設
設
置
者
に

つ
い
て
、
当
該
設
置
し
た
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋

若
し
く
は
構
築
物
（
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
部
分

に
限
る
も
の
と
し
、
事
務
所
等
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
法
第
五

条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
輸
入
促
進
計
画
の
同
条

第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の
日
以
後
に
取
得
し
た

も
の
に
限
り
、
か
つ
、
土
地
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取

得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土

地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
建
設
の

着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）

に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
不
均
一
課

税
を
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
場
合

２
　
施
設
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一
　
地
域
輸
入
促
進
計
画
（
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

八
十
七
号
）
第
三
百
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
法
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け

た
も
の
に
限
る
。
）
の
法
第
五
条
第
十
項
の
規
定
に

よ
る
公
表
の
日
（
以
下
「
当
初
計
画
公
表
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
を
設
置
し
た
者

（
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

二
　
地
域
輸
入
促
進
計
画
（
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
法
第
五
条
第
三
項
に
掲
げ
る
事
項
を
新
た

に
規
定
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
（
以
下
「
特
定
集
積
地
区
設
定

計
画
変
更
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

同
意
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。
）
の
特
定
集
積
地
区

設
定
計
画
変
更
に
係
る
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
の

日
（
以
下
「
変
更
計
画
公
表
日
」
と
い
う
。
）
か
ら

五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
第
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
施
設
（
特
定
集
積
地
区
設
定
計
画
変

更
に
よ
り
地
域
輸
入
促
進
計
画
に
定
め
ら
れ
た
特
定

1



集
積
地
区
の
区
域
内
の
も
の
に
限
る
。
）
を
設
置
し

た
者

三
　
当
初
計
画
公
表
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
特
定
集
積
地
区
の
区
域

に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
区
域
に
つ
い
て
は
、

当
初
計
画
公
表
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

っ
た
日
ま
で
の
期
間
内
）
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
施
設
を
設
置
し
た
者
（
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。
）

四
　
変
更
計
画
公
表
日
か
ら
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
内
（
当
該
期
間
内
に
特
定
集
積
地
区
の
区
域

に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
区
域
に
つ
い
て
は
、

変
更
計
画
公
表
日
か
ら
そ
の
該
当
し
な
い
こ
と
と
な

っ
た
日
ま
で
の
期
間
内
）
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
施
設
を
設
置
し
た
者

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
自
治
省
令
第

一
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
三
〇
日
自
治
省
令

第
一
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
自
治
省
令

第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
輸
入
の
促
進
及
び

対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
十

五
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
第
一

号
及
び
同
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の

施
行
の
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
る
減
価

償
却
資
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
新
設
さ
れ
、

又
は
増
設
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
自
治
省
令

第
四
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
総
務
省
令

第
四
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

３
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
輸
入
の
促
進
及
び

対
内
投
資
事
業
の
円
滑
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
第
十

五
条
の
地
方
税
の
不
均
一
課
税
に
伴
う
措
置
が
適
用
さ

れ
る
場
合
等
を
定
め
る
省
令
第
二
条
の
二
第
一
項
第
一

号
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設

さ
れ
る
減
価
償
却
資
産
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

に
新
設
さ
れ
、
又
は
増
設
さ
れ
た
減
価
償
却
資
産
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
六
月
三
〇
日
総
務
省
令

第
九
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
七
月
一
日
よ
り
施
行
す

る
。
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